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１．随意契約等の見直し計画 
（１）随意契約の見直し 

平成２０年度において締結した随意契約等について、点検・見直

しを行い、以下のとおり、新たな随意契約等の見直し計画を策定す

る。 
 

件数 金額(百万円) 件数 金額(百万円)

(90.2%) (73.9%) (86.3%) (72.9%)

46 1,266 44 1,249

(29.4%) (37.5%) (37.3%) (39.3%)

15 641 19 673

(60.8%) (36.5%) (49.0%) (33.6%)

31 625 25 575

(9.8%) (26.1%) (13.7%) (27.1%)

5 446 7 464

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

51 1,713 51 1,713
合　　　　　　計

平成２０年度実績 見直し後

競争性のある契約

競争入札

企画競争・公募等

競争性のない随意契約

 
                         

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの。 

（注２）「競争性のない随意契約」には、契約監視委員会の点検・見直しの結果、

平成22年度以降は随意契約とすることがやむを得ないとされたものを含

む。 

（注３）見直し後の件数には、平成22年度以降は契約予定のないものを含む。 

（注４）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 

 

 

 



（２）一者応札・一者応募の見直し 
平成２０年度において締結した競争性のある契約のうち、一者応

札・一者応募となった契約について点検・見直しを行い、以下のと

おり、契約の条件、契約手続き等を見直す必要があるものが見受け

られた。 
今後の調達については、これら結果に留意、改善しつつ、契約手

続きを進めることにより、一層の競争性の確保に努める。 

(平成２０年度実績）

件数 金額(百万円)

46 1,266

(56.5%) (68.0%)

26 861

(注） 上段（　%）は競争性のある契約に対する割合を示す。

(一者応札・一者応募案件の見直し状況）

見直し方法等 件数 金額(百万円)

(65.4%) (87.0%)

17 749

仕様書の変更 6 115

参加条件の変更 5 464

公告期間の見直し 6 599

その他 12 701

(19.2%) (10.6%)

5 91

(7.7%) (1.2%)

2 11

(7.7%) (1.2%)

2 11
(注1) 内訳については、重複した見直しがあるため一致しない。

(注2) 金額は、そえぞれ四捨五入しているため合計が一致しない。

(注3) 上段（　%）は平成20年度実績の「うち一者応札・一者応募」欄の件数、金額に対する
割合を示す。

点検の結果指摘事項がなかったもの

実　　　　　績

競争性のある契約

うち一者応札・一者応募

契約方法を変更せず、条件等の見直しを
実施(注1)

契約方法の見直し

その他の見直し



２．随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み 
（１）契約監視委員会等による契約の点検の実施 
    契約監視委員会等における競争性のない随意契約、一者応

札・一者応募になった案件を中心に点検を実施。 
 
（２）総合評価方式の導入の拡大 
    現在企画競争で調達している案件について、総合評価方式に

よる一般競争入札に移行が可能か検討する。 
 
（３）一者応札・一者応募の改善策 

① 公告に関する事項 
・公告期間を少なくとも１０営業日以上確保する。 

   ・ホームページに掲載することに加え、広く PR を行う等周知

に努める。 
 
  ② 仕様書の内容の見直し 
   ・業務の内容に応じて必要最小限の実績を求めることとし、過

度に実績を求めて、不当に競争参加者を制限することとなる

ような要件を設定しない。 
   ・業務内容を具体的に分かりやすく書き、特定の者が有利とな

るような仕様にしない。 
 
  ③ 入札参加資格に関する事項 
   ・入札参加資格の等級ランク（管理運用法人一般競争入札参加

資格もしくは全省庁統一資格における等級）を、契約内容に

応じて緩和を検討する。 
・説明会への出席を入札参加要件としない。 

 
  ④ 参加者への配慮に関する事項 

・OA 機器等の賃貸借や情報システム等の運用・保守契約につい

ては、長期的な収支予測ができるよう、引き続き複数年契約

の導入を図る。 
・可能な限り説明会を実施する。 
・契約の締結から履行開始までの準備期間については、十分な

期間を確保する。 
・契約の履行開始から終了までについても、契約内容に応じて

十分な期間を設ける。 


